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（※すべての投票所が午後７時で終了となります。） 

 

●投票できる方 
・年齢満１８歳以上の日本国民で告示日の前日(３月９日)まで引き続き３ヶ月以上 

鰺ヶ沢町に住所を有する者。 

・具体的には次のふたつの要件をみたしていなければなりません。 

■住所要件 令和元年１２月９日以前に住民票作成又は転入届出にかかる者 

■年齢要件 平成１４年３月１６日以前の出生者 

 

●期日前投票及び不在者投票について 
・投票日当日、仕事、レジャー、冠婚葬祭等のため、投票所において投票できない方々のため 

簡単な申請で期日前投票ができるようになっています。（印鑑は必要ありません） 

・投票所入場券が届いた方はお持ちください。 

・遠方にいる方(出稼、学生等)は、郵便による不在者投票の請求ができますが､郵送に日数を

必要としますので、早目に手続きをお願いします。 

※不在者投票の請求は３月２日（月）から受付します。 

 
 

期日前投票及び不在者投票の期間 時   間 場   所 

３月１１日(水)～３月１４日(土) 午前８時３０分～午後８時 中央公民館１階講習室 

  
 

鰺ヶ沢町選挙管理委員会  ☎72-2111(内線 396・397) 

 

日(日) 月


